
質問事項 回答

1

仕様書４（１）イ

「貸付金は修学資金など12種類あり」と記載がありますが、１債権者が複数の

貸付を受けている場合の管理や報告は、債務者毎か貸付金種別毎となるのかご教

示ください。

貸付金種別毎となります。

2

仕様書４（１）イ・カ

利子の算定方法についてご教示ください。

・通知発送毎に再計算が必要になるのか

・依頼時に算定した、元金及び利子の金額を固定し請求をするのか

・上記以外での算定方法の場合はどのような方法か

利子が確定している債権を委託しますので、依頼時に提示する元金及び利子の金

額で請求することになります。

3

仕様書４（２）

委託予定債権の詳細をご教示ください。

・初回委託予定債権の件数、金額

・初めて委託する債権の件数、金額

・他事務所や、サービサーへ委託済みの件数、金額

・未収発生からの期間（３年未満、５年未満、５年以上等）

・仕様書のとおり、各年度対象件数約100件、債権額約70,000千円程度を予定し

ております。

・初めて委託する債権については、今年度末までの回収実績により来年度委託債

権を選定しますので現段階では未定です。今年度実績は、新規16件、約3,000千

円です。

・今年度実績は、委託債権件数約280件、約80,000千円です。

・未収発生からの期間は、３年未満～５年以上で債権により様々です。

4

仕様書５［５－１］（１）ア

「文書が届かない場合は、住所照会等により、現住所を把握し、再送すること」

と記載がありますが、弁護士の判断にて実施でよろしいでしょうか。

文書催告については仕様書に記載のとおり、現住所を把握し再送してください。

5

仕様書５［５－１］（１）ウ

「必要に応じて債務者を訪問すること」と記載がありますが、協議のうえ弁護士

の判断にて実施でよろしいでしょうか。また、訪問を実施した直近1年度分の実

績をご教示ください。

・訪問催告については受託者と県が協議の上決定するものとなります。そのた

め、受託した際には、県からの要望に応じ訪問を実施していただける体制の整備

をお願い致します。

・訪問催告について、今年度実績は３件です。

6

仕様書５［５－１］（２）ア

「多種多様な納付方法（銀行、ATM、コンビニ等）により、債務者等が納付し

やすい状況を整えること」と記載がありますが、ATMでの納付やコンビニ払い

での納付は必須でしょうか。

必須ではありません。

7

仕様書５［５－１］（３）ア

・納付書については「1月毎にまとめて1枚」か「債務者毎に1枚」か「債務者の

月毎に1枚」かご教示ください。

・納付期日については「県が作成する納付書により、翌月の20日までに払い込

むこと」と記載がありますが、「翌月の25日まで」もしくは「翌月末まで」に

協議可能でしょうか。

・１月毎にまとめて１枚となります。

・事務処理の関係上、翌月20日までに支払いをお願い致します。

8

仕様書５［５－１］（４）ア

相続人の調査の業務については、協議のうえ弁護士の判断にて実施でよろしいで

しょうか。

・相続人調査については受託者と県が協議の上決定するものとなります。

9

仕様書５［５－１］（７）ア・イ

・報告書類に指定様式はありますでしょうか。また、指定様式の場合は事前に確

認することは可能でしょうか。もしくは、受託者の任意様式でよろしいでしょう

か。

・報告期日について「翌月10日まで」を「翌月５営業日まで」に協議可能で

しょうか。

・任意様式となります。

・事務処理の関係上、翌月10日までに報告をお願い致します。

10

仕様書５［５－１］（７）ウ

「年２回以上、県への状況報告を対面にて実施すること」と記載がありますが、

オンラインでの報告は可能でしょうか。

委託状況及び回収状況によりオンラインでの報告を検討をしますが、県が必要と

判断した場合は、対面での報告をお願いします。

入札に関する質問について



11

仕様書５［５－２］（１）

・ア：「債務者に対しては、概ね年３回接触を図ること」と記載がありますが、

接触方法は「文書、電話、訪問」の、どの催告方法でもよろしいでしょうか。

・イ：違約金の滞納債権については、「債務者が償還の意思を示し文書の提出が

あった場合は、県が回収を図るものとする」と記載がありますが、回収になった

場合でも成功報酬はいただけ無いという認識でよろしいでしょうか。

・仕様書に記載のとおり、文書から順に催告をお願いします。３回の催告方法の

内訳は問いません。

・お見込みのとおり、違約金については回収となった場合の成功報酬はありませ

ん。

12

仕様書１１（１）

・違約金の委託手数料については「違約金滞納債権着手金単価額」と記載があり

ますが、単価額は差し支えない範囲で構いませんのでどのくらいを想定している

のかご教示ください。また、過去に違約金滞納債権を委託した実績があればご教

示ください。

・予算の上限については「各年度予算見込み額を上限とする」と記載があります

が、万が一予算が超えた場合の対応をご教示ください。

・単価の想定額は提示できません。今回が初の委託となります。

・仕様書のとおり、予算見込み額を上限とします。


